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韻
十
年
以
内

課
税
済
金
額
又
は
個
別
課
税
済
金
額

部
間
接
課
税
済
金
額

議
綾
保
有
の
株
式
等
の
数

欝
接
保
有
の
株
式
等
の
数

議
中
ハ
十
六
条
の
六
第
一
頃 

第
六
十
六
条
の
九
の
一
一
第
一
璃

額 

泣
留
別
間
接
配
当
等
若
し
く
拭
鑓

X

ム/、、

第
六
十
六
条
の
八
第
六
議
第
二
分
鱗
等
前
十
年
内
事
業
年
波

げ
る
金
額
を
い
う
。
以
下
第
十
悪
項
ま

で
に
お
い
て
同
じ
。
)
若
し
く
は
鶴
間

間
接
操
税
済
金
額
(
同
条
第
十
項
第
崎
一

号
ロ
に
規
定
す
る
僻
初
期
接
課
税
務
金

鱗
そ
い
う
。
以
下
第
十
四
壊
ま
で
に
お



七

第六

d

割分
第前同 項

金額 十前 金額
現 四

第条
年 の 等 項

ノーえ¥ー

十第

の
以内 前十

項
の

年i村

事
業

年度

の の
機 諜

手見
税務

葬

十
八

九
十

第十� 

しミの荊第 度配前項 問
等当 分割等守� -/i¥ の 条の 当 す九て
又十 る 十 瀬接問等 年

F/A¥除}ま 前
課 又は 以内 第六 の す用条条 接間 二

の の 十問 る項手諦党 前 の
課 年内 九 八節十 前

お の貌事金年 条 理
四 の 一寝業しユ額 以内一一一{の て 十第九現は金額 年裏

室主 の 十 に 第
F者
準

の 項 ーお大
の す 爵 の い 十

接 て八
接間

書官
る一

項 重E 現 条

ど

j‘ 

〈

鱗
六
十
六
条
の
八
構
七
瑚 

前
項
又
は
第
六
十
八
条
の
九
十
ニ
第
六
第
六
十
六
条
の
九
の
閉
山
第
十
三
壊
に
お
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八

第
ム� 

/¥ 

十
ム� 

/¥ 

ふ耳乙くこ

の . 
八
第
十
四
項

カ五

ら

第十

項
ま
で

ら
第

及び

項
ま

第

項
カ五

で

第
八
項

金
額

f固
}j1J 
課

税済

事
業

十
年
以
内

項
第

以
内

事結

条� 
第

の 四

各連

の
号

各連結
業年度 規

定す

る
年度

前十� 
( 

年 同

九
項
ま
で

ら
第

条
の

第
ム� 

/¥ 

十
ム� 

/¥ 

九
の
四
第
七
項
カ五 金

額

接
課

しh

つ。
、』〆

の
{岡
}jIJ 
間

手見
済

年
以
内

度
を� 

る
目Ij

の

各連

事業結

年

項
第

十

の
四
第
十� 

号にロ

規

定す

事業

条
の

十
八

各連� 

結

年度

第
ム

/¥ 

九

当
等

以内

f固
}jIJ 
間
接
直己

又
は
前

年

の

結事

連

年業度

等

事� 
業

度
等

九
十

る
前

年
以
内

規
定

第 前
一第
号 六年

十以
八内
条 の

す の 各
連
仕昨日

の
四

第十
年

の
各 項

十� 

第
ム

/¥ 

項
て� 
準

条
の

十
八

お
しh

用す

る
第
ム� 

/¥ 

九



第
七
璃

ら
第

第

第十

項か

第ら

第
八

回/ム¥崎

十
ムノ

条

、

十問

の
八

ら
第

第
八

項
か
ら
第
九
項

主緩

前 か第 

ら一 

か第

ら
第項

現

第十
十か
工百

明次
ま
でー で一
の 項 の� 1賀ま
規 ま

規 で
定 で

の 及びを
， 及び

現“

九第

項 現ハ
第� 
七

主
5と 十
で六

一 の 条
現 規 の
lこ 定九
お の の
しユ wd 

ま 準

で
 携す カミの

幾λムヒ，ラ 前

第
六
十
六
条
の
九
の

第

項
中
「
詣
該
内
国
法
人
に
係
る
特
定
外
題
法
人
」

を
「
第
一
項
か
ら
第
三
事
ま
で
に
規
定
す

る
外
岡
法
人
い
託
、

「
第
六
十
八
条
の
九
十
一
一
一
の
四
第
五
項
第
一
一
号
い

を
吋
第
六
十
八
条
の
九
十
三
の 
mm
第

議
第
二
号
」

に
改
め
、
開
明
後
間
条
第
五
漢
と
し
、
問
条
錨
一
一
一
叩
幌
市
ヤ
ぷ
例
ニ
環
よ
そ
「
前
一
一
一
現
」
に
改
め
、
岡
市
明
鍛
一
号
中
「
特
窓
外
議

法
人
に
係
る
課
税
対
象
金
額
で
」
を
「
外
岡
法
人
に
係
る
毅
税
対
象
金
額
又
は
部
分
課
税
対
象
金
側
闘
で
、
い
に
、

〔
特
定
外

国
法
人
か
ら
い
を
「
外
廓
法
人
か
ら
」

に
改
め
、

「
第
六
十
六
条
の
九
の
こ
第
一
鳴
い

の
下
に
「
又
は
第
臨
壌
」
を
加
え
、

「
特
定
外
国
法
人
の
」

一
号
」
に
改
め
、

を
「
外
患
法
人
の
」 

Aγ

』
、

ー

「
第
六
十
六
条
の
八
第
三
項
第
一
号
」
を
{
第
六
十
六
条
の
八
第
四
項
第

「
次
号
」

の
下
に

「
及
、
び
第
十
項
」
を
加
え
、
用
問
項
第
二
号
中
「
特
定
外
軍
法
人
に
係
る
譲
護
対
象
金
額

ぐ� 

( 


九
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ー伊
」
、

で
」
を
「
外
国
法
人
に
係
る
課
税
対
象
金
額
又
は
部
分
課
税
対
象
金
額
で
、
」

「
特
定
外
国
法
人
か
ら
」
を
「
外
国
法

3 人
か
ら
」

に
改
め
、

「
第
六
十
六
条
の
九
の
二
第
一
項
」

の
下
に
「
又
は
第
四
項
」
を
加
え
、

「
特
定
外
国
法
人
の
」

。
」
、

「
外
国
法
人
の
」

「
第
一
項
又
は
前
項
前
段
」

を
「
前
三
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

特
殊
関
係
株
主
等
で
あ
る
内
国
法
人
が
外
国
法
人
か
ら
受
け
る
剰
余
金
の
配
当
等
の
額
(
法
人
税
法
第
二
十
三
一
条
の
二

削

第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の

除

配
当
等
の
額
の
う
ち
当
該
外
国
法
人
に
係
る
特
定
課
税
対
象
金
額
に
達
す
る
ま
で
の
金
額
は
、
当
該
内
国
法
人
の
各
事
業

年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
益
金
の
額
に
算
入
し
な
い
。

第
六
十
六
条
の
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
の
十

第
六
十
六
条
の
十
三
第
一
項
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月
一
二
十
一
一
日
」
を

「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、

項
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
、
」
の
下
に
「
清
算
中
に
終
了
す
る
事
業
年
度
及
び
」

を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
で
あ
る
も

の
」
の
下
に
「
(
当
該
事
業
年
度
終
了
の
時
に
お
い
て
同
法
第
六
十
六
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
す
る
も
の 同 を



や
一
操
く
。
〉
」
を
加
え
る
。

第
六
十
七
条
の
四
第
一
一
一
項
中
「
癌
格
分
社
型
分
割
、
い
を
「
溝
格
分
割
、
」
仁
、

「
議
格
挙
後
設
立
」
中
公
司
適
格
現
物
分

記
」
に
、

「
適
格
分
社
型
分
割
等
」
を
「
適
格
分
割
等
」
に
改
め
、

吋
分
割
承
織
法
人
等
(
」
を
部
り
、

「
被
事
後
設
立
法

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
を
「
被
現
物
分
配
法
人
」
に
改
め
、
問
問
条
第

項
中
「
第
六
項
」
を
「
第

六
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
適
格
分
社
型
分
嵩
等
」
を
「
適
格
分
裂
又
誌
遥
格
現
輪
出
資
」
に
、

「
分
割
承

継
法
人
等
」
を
「
分
割
承
継
法
人
又
は
被
現
物
出
資
法
人
」
‘
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
、
適
格
現
物
出
資
又
は
適
格
事
後

設
立
〈
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
適
格
合
併
等
」
と
い
う
。
)
」
を
「
又
は
謹
格
護
持
初
出
資
」
に
、

「
適
格
合
併
等
の
」
を

「
適
格
合
併
、
溜
格
分
割
又
は
滴
格
現
物
出
資
の
」
に
、

「
連
絡
合
掛
等
に
」
を
「
適
格
合
併
、
適
格
分
割
又
は
適
格
現
物

出
資
に
い
に
、

「
、
被
現
物
出
資
法
人
又
は
被
事
後
設
立
法
人
〈
話
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
合
併
法
人
等
」
と
い
う
。
)
」

そ
「
又
は
被
現
物
出
潟
県
池
山
人
」
に
改
め
、
問
項
第
ニ
悶
守
中
佐
川
出
り
、
向
現
第
一
一
一
対
中
「
連
絡
分
社
型
分
割
等
」
を
「
滴
格
分
割

又
は
鵡
格
現
物
出
資
」
に
、

「
分
割
承
継
法
人
等
」
を
「
分
割
承
継
法
人
文
法
被
務
物
出
潔
法
人
」
に
改
め
、
関
口
守
を
問
項

第
一
一
号
と
し
、
問
条
第
七
慣
例
中
「
、
適
格
現
物
出
資
又
は
遮
格
挙
後
設
立
〈
以
下
こ
の
積
に
お
い
て
「
遡
格
分
割
等
い
と
い

ぅ
。
)
い
そ
「
又
は
適
格
現
物
出
淡
い
に
、

「
灘
秘
分
栓
摺
分
制
等
い
ゆ
砕
い
吋
適
格
分
倒
的
又
は
議
絡
現
物
出
濃
い
に
、

「
分
割

仁
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、

一
水
織
法
人
等
い
な
「
分
割
承
継
法
人
又
�
 被
現
物
出
資
法
人
い
に
、
「
当
核
適
格
分
割
等
い
を
「
当
接
選
絡
分
部
又
誌
適
格

M
M

現
物
出
資
」
に
政
め
、
得
条
第
八
寝
中
「
合
併
法
人
等
、
か
い
そ
ぶ
口
併
法
人
、
分
割
承
継
法
人
又
は
被
現
物
出
紫
法
人
、
か
」

「
合
併
法
人
等
の
議
絡
合
併
等
い
そ
「
合
併
法
人
、
分
割
玖
継
法
人
又
は
被
現
物
出
資
法
人
の
適
格
合
併
折
、
議
格
分
鱗

又
は
溜
格
現
物
出
資
い
に
挟
め
、
関
門
条
第
ト
璃
中
「
適
絡
分
社
則
応
分
割
等
い
を
「
適
格
分
割
等
」
花
、

「
分
鶴
ゑ
継
法
人

等
」
を
「
分
割
承
継
法
人
、
被
現
物
出
資
法
人
文
は
被
現
物
分
配
法
人
い
に
政
め
、
同
条
第
十
一
寝
中
「
合
評
法
人
等
い
を

「
合
併
法
人
、
分
割
承
継
法
人
又
法
被
現
物
出
資
法
人
」
に
改
め
、
問
条
第
ト
四
項
中
「
適
格
合
併
等
に
よ
り
」
を
「
適
格

合
併
、
適
格
分
割
、
違
諮
要
物
出
資
又
は
適
格
現
物
分
配
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
適
格
合
評
等
」
と

ぅ
。
)
に
よ

り
」
に
、

「
合
併
法
人
等
」
を
「
合
併
法
人
、
分
割
承
継
法
人
、
被
現
物
出
資
法
人
又
は
被
現
物
分
配
法
人
」
に
、

「
事
後

設
立
法
人
」
を
「
現
物
分
記
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
中
「
適
格
分
社
型
分
割
等
」
を
「
適
格
分
割
前
等
」
に
改
め
、

同
条
第
十
八
項
中
「
適
格
分
社
整
分
割
等
」
を
「
適
格
分
割
又
は
適
格
現
物
出
資
」
に
改
め
る
。

J

4

第
六
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
平
成

ぺ
年
二
月
�
 悶
・
・
十
二
日
」
を
「
�
 ヰ
成
二

四
年
・
�
 ・月

に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
の
ふ
ハ
第
一
寝
中
「
及
が
第
九
ト
一
一
一
条
」
を
削
り
、

「
阿
法
諮
問
一
十
一
一
一
条
第
-
現
第
五
万
を
「
開
条
第
一
環

第
一
号
い
に
敬
め
、

で
持
法
第
九
十
一
一
一
条
第
一
一
現
第
…
一
同
行
中
「
議
金
不
算
入
)
」
と
あ
る
の
地
「
義
金
不
算
入
)

z
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。� 
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特
別
措
置
法
第
六
十
七
条
の
六
第
一
項
(
特
定
株
式
投
資
情
託
の
収
益
の
分
記
に
係
る
受
取
配
当
等
の
益
金
不
算
入
等
の
特

例
)
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
円
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
罰
じ
。
)
」
と
、

「
開
条
旗
三
項
」
と

あ
る
の
は

「
第
二
十
三
条
第
三
一
項
」
と
」
を
削
る
。

第
六
十
七
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
口
問
中
「
引
き
受
け
ら
れ
た
」
を
「
探
有
さ
れ
る
こ
と
が
晃
込
ま
れ
て
い
る
」
に
改

め
、
同
号
ハ
中
「
特
定
社
費
及
び
」
一
を
削
り
、

「
覆
先
出
資
」

の
下
に
「
及
、
び
資
産
涜
動
化
法
第
十
七
条
第
一
一
培
日
第
一
号
又

は
第
三
十
六
条
第
一
理
の
規
定
に
よ
る
発
行
を
し
た
基
準
持
定
出
資
(
持
定
出
資
(
資
産
涜
動
生
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定

す
る
特
定
出
資
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)

の
う
ち
資
産
読
動
化
計
冨
(
資
産
涜
動
化
法
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
資
政
流
動
化
計
習
を
い
う
。
次
号
イ
に
お
い
て
爵
じ
。
)
に
特
定
出
資
を
有
す
る
特
定
社
員
〈
資
産
流
動
化
法
第

ぺ
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
社
員
を
い
う
。
)

の
量
産
涜
動
北
法
第
二
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
事
項

と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
記
載
が
あ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
問
じ
。
)
」
を
、

「
募
集
」

の
下
に
「
〈
基
準
特
定
出
資
に
あ
っ
て
な
、
資
薦
議
動
北
法
第
十
七
条
第
一
環
第
一
口
げ
又
は
期
一
一
一
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
翻
当
て
又
は
募
集
〉
」
を
加
え
、
脳
内
瑛
第
一
一
号
イ
中
「
問
問
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
ニ
項
の
申
次
第

ニ
十
…
一
一
条
第
一
一
械
の
壌
中
之
内
器
法
人
が
焚
け
る
」
そ
「
内
問
法
人
が
」
に
、

「
〉
が
受
け
る
」
そ
「
〉
が
い
に
改
め
、
同

や1 

4 
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第
六
十
七
条
の
十
四
第
六
項
中
「
及
、
び
第
九
十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
を
削
る
。

第
六
十
七
条
の
十
五
第
三
一
項
の
表
第
一
一
十
三
条
第
一
項
の
項
中
「
内
国
法
人
が
受
け
る
」

「
内
国
法
人
が
」 

」
、

が
受
け
る
」
を
「
)

が
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
七
条
第
一
項
の
項
中
「
を
除
く
」
を
「
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
六
項
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
」

に
改
め
、

同
条
第
四
項
の
表
第
六
十
一
条
の
四
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
の
四
第
一
項

も
の
を
除
く

も
の
及
、
び
投
資
法
人
を
除
く 

を

q

ーー「

、---

表
第
六
十
七
条
第
一
項
の
項
中
「
を
除
く
」

を
「
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
」

に
改
め
、

同
条
第
三
項
の
表
第
六
十
一
条
の
四
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
の
四
第
一
項

も
の
を
除
く

も
の
及
、
び
特
定
目
的
会
社
を
除
く

第
六
十
七
条
の
十
四
第
三
項
の
表
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条
の
九
の
四
第
一
項
の
項
中
「
及
、
び
第
六
十

六
条
の
九
の
四
第
一
項
」
を
「
、
第
一
二
項
、
第
八
項
及
、
び
第
十
項
並
び
に
第
六
十
六
条
の
九
の
四
第
一
項
、
第
三
項
、
第
七

項
及
び
第
九
項
」

に
改
め
、
同
表
第
六
十
六
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

O 

• 
g 

o 

O 
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項第 第六

一十
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条
の
十

第� 
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を
除

る
も
の

く

該
当
す
る
も
の

及び

特定

目
自旬� 
iヱ工b、

社
を
除
く
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r 

鱒
ム
ハ
十
七
条
の
十
五
第
四
摺
恨
の
褒
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条
の
九
の
盟
第
一
項
の
項
中
「
及
び
第
六
十

ム
ハ
条
の
九
の
四
第
一
噴
い
を
勺
第
三
朝
、
第
八
項
及
、
び
第
十
項
並
び
に
第
六
十
六
条
の
九
の
四
錦
一
壊
、
第
一
…
‘
壊
、
第
七

項
及
び
第
九
項
い
に
改
め
、
河
議
第
六
十
六
条
の
十
一
一
一
第
…
明
第
一
号
の
捌
慣
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

項第 第一L

/¥ 

一 十
号六

条
の

，十

一
第
一

該
当
す
る
も
o 
を
i徐
く

器郎サ川、

当
す

る
も
の

及が

投資法

人
を
除
く

第
六
十
七
条
の
十
五
第
七
事
中
「
及
、
び
第
九
十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
を
出
る
。

第
六
十
七
条
の
十
七
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

外
国
法
人
が
第
五
条
の
ご
第
一
一
殺
に
規
定
す
る
振
替
国
縞
〈
玖
下
こ
の
現
及
び
第
八
噴
に
お
い
て

「
振
替
欝
出
演
」
と
い

ぅ
。
〉

マ
〈
は
開
条
燐
一
壌
に
規
定
す
る
様
都
地
方
繍
〈
以
下
こ
の
頃
及
び
第
八
項
に
お
い
て

「
振
替
地
方
饗
」
と
い

う
。
)
に
つ
き
支
払
晶
化
受
け
る
利
子
及
、
び
償
還
議
議
〈
そ
の
援
替
節
機
又
は
擁
轄
地
方
僚
の
繍
灘
へ
議
入
消
却
校
舎
位
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
湾
じ
。
〉
に
よ
り
受
け
る
金
額
が
そ
の
接
韓
国
債
又
は
振
替
地
ガ
僚
の
取
得
髄
額
を
懇
え
る
場
合

に
お
け
る
そ
の
差
益
を
い
う
。
)
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
を
課
さ
な
い
。

第
六
十
七
条
の
十
七
第
六
項
を
間
り
、
同
条
第
五
項
中
一
「
の
う
ち
第
因
子
一
条
の
十
二
第
九
項
第
一
回
す
か
ら
第
八
号
ま
で

五



ム

ノ、

に
掲
げ
る
も
の

(
次
項
に
お
い
て
「
特
定
短
期
国
債
」
と
い
う
。
)
」
を
削
り
、

A

「
受
け
る
償
還
差
益
」

の
下
に
「
(
そ
の

特
定
短
期
公
社
債
の
償
還
に
よ
り
受
け
る
金
額
が
そ
の
特
定
短
期
公
社
債
の
取
得
価
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
差
益

を
い
い
、
特
定
短
期
公
社
債
の
う
ち
第
四
十
一
条
の
十
二
第
九
項
第
九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

(
以
下
こ
の

項
に
お
い
て

「
特
定
短
期
社
債
」

と
い
う
。
)
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
短
期
社
債
の
発
行
を
す
る
者
と
の
聞
に
政
令
で
定

め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
が
支
払
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
)
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
六

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
か

ら
第
六
項
ま
で
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
か
ら
平
成
二
十
二
年
一
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

「
本
庖
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
国
又
は

項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
『
次
項
」

の
下
に
「
及
び
第
八
項
」

間
」
を
「
以
後
」
に
、

「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
四
項
」

ヲ
」
、

地
域
に
お
け
る
そ
の
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
の
負
担
が
本
邦
に
お
け
る
法
人
の
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
の
負
担
に

比
し
て
著
し
く
低
い
も
の
と
し
て
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
外
国
法
人
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
も
の
を
除
く
」

「
受
け
る
利
子
又
は
」
を
「
受
け
る
利
子
及

を
「
以
下
こ
の
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て

「
民
間
国
外
債
」
と
い
う
」

ヲ
」
、

び
L

に
改
め
、

「
を
い
う
。
)
」

の
下
に
「
で
、
当
該
民
間
国
外
債
の
発
行
を
す
る
者
の
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
殊
関

係
者
で
な
い
も
の
が
支
払
を
受
け
る
も
の
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項

く〉

. 
• 

O 



「

γに

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2 

外
間
法
人
が
平
成
二
十
蕊
年
一
一
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
第
一
九
条
の
三
第
四
項
鰐
一
号
に
規
定
す
る
特
定
様
替

社
繍
等
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
吋
特
定
議
替
社
機
等
」
と
い
う
。
〉
む
つ
き
支
払
そ
受
け
る
利
子
及
び
機
灘
麓
議
〈
そ

の
特
定
様
替
社
債
等
の
償
譲
に
よ
り
受
け
る
金
額
が
そ
の
特
定
様
替
社
債
等
の
取
得
価
額
を
蹴
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の

差
益
を
い
う
。
)

で
、
当
該
特
定
譲
替
社
棲
等
の
発
行
を
す
る
者
の
第
五
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
殊
関
保
者
で
な

い
も
の
が
支
払
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
を
課
さ
な
い
。

第
六
十
七
条
の
十
七
第
七
項
た
だ
し
喜
一
一
簡
を
間
り
、
同
条
に
次
の
三
事
を
加
え
る
。

8 

外
岡
法
人
が
有
す
る
按
務
部
脱
線
、
掠
替
地
方
債
、
特
定
振
替
社
療
等
、
民
関
酉
外
債
又
は
特
定
一
惣
出
向
公
社
出
恨
の
鑓
還
に

よ
り
生
ず
る
損
失
の
欄
(
民
間
間
器
外
僚
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
民
間
賠
外
績
の
畿
識
に
よ
り
受
け
る
金
輔
が
そ
の
氏
側
問
題
外

僚
の
欣
河
内
価
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
そ
の
満
た
な
い
部
分
の
金
額
に
殺
る
。
〉
は
、
法
人
税
に
棚
糊
す
る
法
令
の
焼

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
い
も
の
と
み
な
す
。

9 

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
三
項
の
規
定
は
、
第
一
一
岐
に
規
定
す
る
和
利
子
及
び
償
還
差
益
、
第
二
項
と
規
定
す
る

利
子
及
び
償
還
差
盤
、
第
三
漢
に
規
定
す
る
利
子
及
び
発
行
差
金
、
第
六
項
に
規
定
す
る
償
還
差
益
、
第
七
項
に
規
定
す

t二
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る
特
定
利
子
叉
は
鵡
墳
に
規
定
す
み
損
失
の
顧
の
う
ち
、
第
一
一
条
第
一
環
第
題
号
に
規
定
す
る
館
内
に
恒
久
的
施
設
を
有

す
る
外
聞
法
人
〈
以
下
こ
の
現
及
び
次
条
に
お
い
て

「
理
内
に
…
程
久
的
議
設
を
有
す
る
外
国
法
人
」
と
い
う
。
)
が
支
払

を
受
け
る
も
の
又
は
田
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
冨
法
人
に
つ
き
生
ず
る
も
の
で
そ
の
者
の
圏
内
に
お
い
て
行
う
事

業
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
そ
の
砲
の
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
遥
吊
し
な
い
。

叩
特
定
振
替
社
債
等
の
利
子
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
償
還
差
益
の
支
払
を
受
け
る
者
、
か
再
項
に
競
定
す
る
特
殊
関
係
者

で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
そ
の
他
蔀
各
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
誌
、
政
令
で
定
め
る
ロ

第
六
十
七
条
の
十
八
第
二
項
中
「
以
下
こ
の
条
」
を
「
次
寝
」
に
、

「
法
人
税
法
」
を
「
法
人
税
に
関
す
る
法
令
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
六
十
八
条
の
二
第
一
明
、
中
「
平
成
一
一
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
土

五

よJ

一
日
い
に
改
め
る
。

第
六
卜
八
条
の
こ
の
一
一
一
の
見
出
し
を
「
(
適
格
合
併
等
の
範
囲
等
に
関
す
る
特
例
)
い
に
改
め
、
部
門
条
第
一
寝
中
「
と
あ

る
の
は
、
」
を
「
と
あ
る
の
は
い
に
、

「
開
園
」
を
「
縄
開
等
い
に
改
め
、

「
爵
く
。
〉
」
と
い

の
下
に
吋
、
河
法
鵠
ム
ハ
ム
i

一
条
の
十
一
一
}
第
~
項
中
「
識
渡
し
た
場
合
に
は
」
と
あ
る
の
は
「
譲
渡
し
た
場
合
〈
当
該
穣
撰
撰
議
機
整
資
産
を
組
税
特
関

措
聾
法
第
六
十
八
条
の
一
一
の
一
…
一
第
一
項
〈
遡
終
合
併
等
の
範
隣
等
に
関
す
る
特
例
〉
に
議
窓
ず
る
特
定
グ
ル

i
ブ
内
合
併
に

O 
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よ
り
合
併
法
人
に
移
転
し
た
場
合
を
除
く
。
)
に
は
」
と
」
を
怒
え
、
再
現
第
二
号
中
「
次
寝
及
び
次
条
第
一
一
項
い
を
「
次

「
同
法
第
二
条
第
十
二
号
の
八
」
を
「
開
条
第
十
二
号
の
八
」
に
改
め
、
罷
条
第
二
項
中
「
と
あ
る
の

項
第
一
一

J

号
」
に
、

は
、
い
を
「
と
あ
る
の
は
」
応
、

ぷ
鞘
闘
い
を
「
範
題
等
」
に
改
め
、

「
除
く
。
)
い
と
」

mw
下
に
「
、
問
法
第
六
十
一
条

の
十
一
一
…
第
…
瑛
中
器
削
漉
し
た
機
合
に
は
い
と
あ
る
の
は
吋
議
機
し
た
場
合
〈
当
綾
織
綾
擬
識
調
整
資
躍
な
秘
税
特
制
約
城
間
離

法
第
六
十
八
条
の
ニ
の
三
第
二
項
(
適
格
合
併
等
の
範
囲
等
に
識
す
る
特
例
〉
に
規
定
す
る
特
定
、
グ
ル
ー
プ
内
分
割
に
よ
り

同
条
第
三
項
中
「
と
あ
る
の
は
、
」
を
「
と
あ
る
の

分
割
前
承
継
法
人
に
移
転
し
た
場
合
を
除
く
。
)
に
は
」
と
」
を
謡
え
、

は
十
に
、

「
範
囲
」
を
「
範
盤
等
」
に
改
め
、

「
除
く
。
)
」
と
」
の
下
に
「
、

同
法
第
六
十
二
条
の
九
第
一
項
中
「
お
け

る
当
駿
株
式
交
換
」
と
あ
る
の
は
「
お
け
る
当
該
株
式
交
換
〈
続
税
特
別
措
鎧
法
第
六
十
八
条
の
一
一
の
…
ニ
第
三
項
〈
適
格
合

併
等
の
絹
翻
等
に
関
す
る
特
倒
的
〉
に
規
定
す
る
特
定
グ
ル

i
ブ
内
戦
式
交
換
に
該
当
す
る
~
も
の
が
}
織
ぐ

0

・
〉
い
と
」

φ

な

え
、
開
条
第
四
項
中
「
範
麗
」
を
「
範
囲
等
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
三
第
一
一
壌
中

3

の
規
定
」
を
「
)
及
び
第
十
六
項
の
規
定
」
に
改
語
、

南
条
第
二
項
中
「
分
割
法
人
の

株
主
等
に
」
な
「
法
人
税
法
第
一
一
条
第
十
ニ
号
の
丸
イ
に
議
定
す
る
分
割
対
価
資
産
と

て
い
に
、

「
法
人
税
法
」
を
「
向

法
い
に
改
め
、

「
〈
当
競
糾
側
主
等
に
対
す
る
同
条
第
臨
壊
は
規
定
す
る
剰
余
金
の
艶
当
等
と
し
て
交
付
さ
れ
た
開
現
に
規
定

九



ず
る
分
割
対
価
紫
産
以
外
の
金
銭
そ
の
他
の
資
産
を
除
く
。
)
い
を

り

「
)
の
規
定
」
を
「
)
及
び
第
十
六
衰
の
規

定
」
に
、

「
河
項
中
」
を
「
同
法
第
六
十
一
条
の
二
第
四
寝
中
」
に
、

「
と
あ
る
の
は
、
」
を
「
と
あ
る
の
法
」
に
改
め
、

「
除
く
。
」
と
」

の
下
に
「
、
開
条
第
十
六
項
中
「
及
び
第
毘
事
」
と
あ
る
の
は

「
、
第
四
項
」
と
、

「
金
銭
等
不
交
付
分

割
型
分
割
」
と
あ
る
の
誌

「
金
銭
等
不
交
付
分
割
型
分
都
及
び
租
税
特
判
例
措
置
法
第
六
十
八
条
の
一
一
一
第
二
項
(
特
定
の
合
併

等
が
行
わ
れ
た
場
合
の
棟
主
等
の
諜
税
の
特
例
)
に
規
定
す
る
特
定
分
離
離
分
割
」
と
、

の
は
「
第
一
一
十
盟
条
第
一
現
第
三
号
い
と
い
な
加
え
、
間
条
第
一
…
一
環
中
「
と
き
は
い
の
下
に
「
、

w
d
絞
出
株
の
議
議
に
つ
い

「
第
六
十
一
条
の
ニ
第
九
項
」
を
「
第
ム
ハ
十
一
条
の
ニ
綴
八
現
い
に
、

「
同
条
第
一
環
第
一
一
一
号
い
と
あ
る

て
は
」
そ
加
え
、

「
)
の
規
定
」
を
「
)
及
び
第
六

十
一
。
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
三
の
二
第
二
衰
の
表
第
二
十
三
一
条
第
一
項
の
項
中
「
市
内
冨
法
人
が
受
け
る
」
を
「
内
国
語
人
が
」
に
、

「
)
が
受
け
る
」
を
「
)

が
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
及
び
第
六
十
六
条
の
九
の
四
第
一
項
」
を
つ
第
三
項
、
第
八

項
及
び
第
十
項
並
、
ひ
に
第
六
十
六
条
の
九
一
の
四
第
一
項
、
第
一
一
一
項
、
第
七
礎
及
が
第
九
項
」
に
改
め
、
陪
条
第
六
寝
中
「
及

び
第
九
十
三
条
」
を
削
り
、

「
締
法
第
一
一
『
士
一
一
条
第
一
一
嶋
中
「
掲
げ
る
あ
の
い
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
も
の
及
び
」
を
「
同

条
第
一
噴
出
↑
「
金
額
〈
第
二
ぎ
と
あ
る
の
は
、

「
金
額
〈
」
足
、

「
額
い
と
、
開
法
第
九
十
一
一
一
条
第
ニ
明
快
第
士
号
中
「
該

。
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し

当
ず
る
も
の
い
と
あ
る
の
泣
「
該
当
す
る
も
の
及
び
第
ニ
条
第
ニ
十
九
号
の
ご
ホ
(
定
義
〉
に
掲
げ
る
特
定
目
的
信
託
の
租

税
特
別
措
鵬
際
法
第
六
十
八
条
の
三
の
二
第
一
嘆
(
特
定
問
的
信
託
に
係
る
受
託
法
人
の
課
税
の
特
例
〉
に
規
定
す
る
利
益
の

分
艇
の
額
」
を
「
額
を
結
く
も
の
と
し
、
第
一
口
君
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
三
の
一
ニ
第
…
一
項
の
表
第
二
十
三
条
第
一
、
演
の
項
中
「
内
臨
法
人
が
受
け
る
」
を
「
内
国
法
人
が
」
に
、

「
)
が
焚
け
る
」
を
♂
が
」
に
改
め
、
同
条
第
一
ユ
噴
出
T

「
及
が
鶏
六
十
六
条
の
九
の
四
第
一
噴
い
を
「
、
第
竺
項
、
第
八

積
及
び
第
十
項
放
び
に
第
六
十
六
条
の
九
の
捌
第
一
項
、
第
一
一
一
項
、
第
七
璃
及
び
第
九
現
」
に
改
め
、
開
条
第
六
項
中
「
及

び
第
九
十
日
条
」
を
剖
り
、

「
部
門
誌
第
一
一
十
一
一
一
条
第
一
明
中
「
掃
掲
げ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
揚
げ
る
も
の
及
が
い
を
「
同

条
第
一
一
様
中
「
金
額
(
第
一
口
主
と
あ
る
の
は
、

「
金
額
〈
」
に
、

「
額
」
と
、
同
法
第
九
十
一
一
一
条
第
二
項
第
一
一
号
中
「
競

当
ず
る
も
の
い
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
も
の
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八
条
の
誌
の
三
第
六
項
〈
特
定
投
資
億
討
に

係
る
受
税
法
人
の
課
税
の
特
例
)
に
競
内
応
す
る
特
定
投
資
稽
託
の
開
条
第
一
項
に
規
定
す
る
我
識
の
分
艶
の
額
」
を
「
額
を

徐
く
も
の
と
し
、
鱗
一
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
三
の
問
中
化
問
る
。

第
六
十
八
条
の
一
一
一
の
瓦
第
二
璃
中
門
第
六
覆
い
そ
「
第
七
項
」
に
、

「
、
類
部
十
二
条
の
ふ
i
第
三
項
並
び
に
鍛
罰
十
二
条

証書
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一
第
三
項
」
を
「
並
び
に
第
四
十
二
条
の
十
第
三
項
」
に
改
め
、
国
内
条
を
第
六
十
八
条
の
三
の
四
と
す
る
。

第
六
十
八
条
の
八
第
↑
項
中
「
第
一
欄
に
掃
掲
げ
る
連
結
親
法
人
」

の
下
に
「
〈
法
人
税
法
第
一
一
条
第
九
号
に
規
定
す
る
普

連
法
人
〈
以
下
こ
の
壌
に
お
い
て

「
普
通
治
人
」
と
い
う
。
〉

で
あ
る
連
結
灘
法
人
の
う
ち
各
連
結
事
裁
年
度
終

γ
の
時
に

「
係
る
法
人
税
法
い
を

お
い
て
同
法
第
六
十
六
条
第
六
項
各
吟
に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
す
る
も
の
を
緯
く
。
)
い
を
加
え
、

「
探
る
同
法
」
に
改
め
、
同
項
の
表
の
第
一
号
の
第
一
欄
中
「
法
人
税
法
第
三
条
第
九
号
に
規
定
す
る
」
及
、
び
「
保
験
業
法

に
韓
定
す
る
相
互
会
社
及
び
」
を
削
る
の

第
六
十
八
条
の
九
第
一
一
明
中
つ
第
六
十
八
条
の
十
問
第
一
一
環
」
を
「
説
、
び
に
第
六
十
八
条
の

間
第
一
…
噴
い
に
改
め
、

「
挽
び
に
第
六
十
八
条
の
十
五
第
二
項
、
第
…
…
…
理
及
び
第
五
鳴
い
を
剤
り
、
同
条
第
五
項
中
「
(
議
該
連
結
親
法
人
を
分
割
前

法
人
と
す
る
分
割
聖
分
裂
を
行
っ
た
場
合
に
辻
、
法
人
税
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
麦

(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
連
結
親
法
人
事
業
年
震
」
と
い
う
。
)
関
絡
の

BG
次
凶
明
川
内
び
第
五
現
に
お
い
て

「
連
結
締
法

人
事
議
年
牒
開
始
ぽ
い
と
い
う
。
〉
」
を
限
り
、
開
条
第
四
項
第
一
号
中
「
治
核
議
総
親
法
人
事
業
年
度
開
始
臼
」
を
「
議

結
競
法
人
事
業
年
服
務
始
日
(
法
人
税
法
第
十
ぷ
条
の
ニ
第
一
一
明
に
掘
定
ず
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
(
以
下
こ
の
条
ピ
お

い
て

「
連
結
親
法
人
事
業
年
度
」
と
い
う
。
)
間
開
始
の
日
を
い
う
。
次
号
及
、
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
に
改
め
、
同
条

O 
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第
去
壌
市
叩
「
に
お
け
る
第
五
環
」
そ
「
に
お
け
る
問
項
」
に
改
め
、
問
項
第
一
号
及
び
第
一
…
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

連
結
子
法
人
が
解
散
〈
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
に
毅
る
。
)
を
し
た
場
金

当
競
合
併
の
詩

の
前
日
又
は
当
該
議
産
手
続
開
始
の
決
定
の
日
を
含
む
事
業
年
度
開
始
の

E
の
詰
日
を
含
む
連
結
事
業
年
産
(
当
該
合

併
の
悶
又
は
当
該
綾
産
手
続
開
始
の
決
定
の
日
の
翌
日
が
連
絡
親
法
人
事
業
年
産
開
始
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合

併
の
日
の
鵠
詩
文
は
お
核
破
蹴
ヰ
ナ
鱗
開
始
の
決
・
即
応
の
自
を
合
む
漉
結
事
業
年
度
)
に
お
け
る
当
該
解
散
を
し
た
連
絡
子

法
人
に
係
る
連
結
繰
越
税
額
控
徐
寵
愛
超
過
個
別
帰
議
額

一

連
結
子
法
人
の
残
余
財
産
が
確
定
し
た
場
合

当
該
残
余
詩
藤
の
確
定
の

E
を
含
む
事
業
年
度
胸
部
揺
の
日
の
前
自
を

合
む
連
絡
事
幾
年
度
〈
沼
絞
残
余
齢
別
惑
の
確
控
の
日
の
懇
話
が
連
絡
親
法
人
事
業
年
腹
開
始
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
お
一

該
残
余
財
産
の
確
定
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
)
に
お
け
る
当
該
残
余
財
産
が
磯
症
し
た
迷
結
予
法
人
に
係
る
連
鎖

繰
越
税
額
協
は
除
捜
度
超
過
個
別
損
罵
額

第
六
十
八
条
の
九
第
五
現
第
一
一
一
吟
俊
樹
削
り
、
問
積
第
諮
問
守
中
「
な
っ
た
日
〕
を
「
な
っ
た
日
の
前
田
」
に
改
め
、

「
(
ぞ

の
連
結
完
全
支
記
関
係
を
有
し
な
く
な
っ
た
基
困
と
な
る
事
実
が
連
結
親
法
人
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
当
該
連
純
子

法
人
の
発
行
諦
株
式
又
は
出
資
を
直
接
又
註
間
接
に
保
有
す
る
他
の
連
結
子
法
人
の
解
散
(
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
)

重宝
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で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
解
散
の
自
を
食
む
漣
総
事
業
年
課
〉
い
そ
削
り
、
州
内
持
品
化
関
磯
第
三
号
と
し
、
同
条
第
七
境
中

「
〈
当
該
漉
粕
親
法
人
を
分
制
削
減
人
と
す
る
分
割
型
分
説
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
‘
連
結
納
税
法
人
事
業
年
度
開
始
の
倍
)
」
そ

前
り
、
同
条
第
八
項
中
「
、

「
第
出
十
二
条
の
凶
第
一
一
一
項
」
と
あ
る
の
は
っ
第
四

二
条
の
回
第
七
項
」
と
」
を
剤
り
、

条
第
九
項
中
「
平
成
二
十
二
年
三
亮
三
十
一
日
」
を
「
平
成

出
年
三
月
三
十
一
自
」
に
改
め
、

同
条
第
ト
一
項
中
「
、

第
六
十
八
条
の
ト
五
第
五
噴
い
を
間
り
、
同
条
第
十
二
項
第
題
号
泣
び
第
八
時
中
「
〈
当
該
選
結
親
法
入
品
化
分
割
法
人
と
す

る
分
割
親
分
割
役
作
っ
た
場
合
に
は
、
濃
縮
親
法
人
事
諜
年
境
問
婚
の
日
〉
い
を
削
り
、
開
条
第
十
六
項
中
「
事
後
設
立
法

人
脅
し
く
は
被
事
後
設
立
法
人
」
を
「
現
物
分
配
法
人
若
し
く
は
披
現
物
分
配
法
人
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
九
の
二
第

項
第
一
号
及
、
ひ
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

連
結
子
法
人
が
解
散
(
合
詳
又
は
破
産
手
続
問
問
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
に
限
る
。
)
を
し
た
場
合

当
設
合
併
の
毘

の
前
日
又
は
当
該
破
産
手
続
鰐
始
の
決
躍
の
日
中
化
合
む
事
業
年
度
開
始
の
日
の
能
nn
を
含
む
迷
給
事
灘
年
度
〈
当
叫
統
合

併
の

H
X
は
当
核
磁
護
学
綴
関
始
の
決
定
の
日
の
翌
一
日
が
議
錨
説
法
人
事
業
年
度
開
始
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

合
併
の
自
の
前
日
メ
は
当
該
議
産
手
続
開
始
の
決
定
の

H
を
含
む
連
結
事
業
年
度
)
に
お
け
る
当
誤
解
散
を
し
た
連
結

子
法
人
に
係
る
平
成

一
年
度
分
連
結
繰
越
税
額
控
徐
翠
震
超
過
個
別
帰
属
額
又
は
平
成

二
年
度
分
連
結
繰
越

0' 
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〔

税
額
授
陣
椴
度
超
過
慨
加
熱
属
額

連
絡
子
法
人
の
議
余
財
産
が
確
定
し
た
場
合

当
該
残
余
財
艇
の
確
定
の
日
を
含
む
事
瀧
年
度
開
始
の
自
の
前
日
を

合
む
連
結
事
灘
年
度
(
当
該
残
余
財
産
の
確
定
の
日
の
懇
話
が
連
結
親
法
人
事
業
年
度
開
始
の

E
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
残
余
慰
産
の
確
定
の
日
を
含
む
漣
結
事
業
年
度
〉
に
お
け
る
当
該
残
余
財
渡
が
確
定
し
た
瀧
結
子
法
人
に
係
る
平

成
一
一
十
一
年
度
分
連
結
議
鱒
税
額
捜
捺
震
度
紹
過
値
別
障
問
料
額
又
は
平
成
二
十
ニ
年
度
分
連
絡
繰
越
税
額
控
除
限
産
繭

過
個
別
帰
鱗
額

第
六
十
八
条
の
九
の
一
一
第
四
項
第
三
号
を
部
り
、
陪
磯
第
四
号
中
「
な
っ
た

E
」
そ
「
な
っ
た
闘
の
前
日
」
に
改
め
、

「
(
そ
の
連
結
完
全
支
配
関
係
を
夜
し
な
く
な
っ
た
議
因
と
な
る
事
実
が
連
結
親
法
人
事
業
年
度
終
了
の
自
に
お
け
る
当
該

連
絡
子
法
人
の
発
行
撰
株
式
又
は
出
資
を
護
機
又
は
間
接
に
探
有
す
る
他
の
遥
結
子
法
人
の
解
議
(
合
併
に
よ
る
解
散
な
除

く
。
)
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
)
い
を
削
り
、
関
号
を
同
項
第
一
一
一
号
と
し
、
同
条
第
六

項
出
ヤ
「
、

「
第
四
十
二
条
の
問
の
ご
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
一
一
十
一
年
度
分
繰
越
穀
類
控
除
限
度
超
議
額
又
は
平
成
一
一

十
二
年
度
分
繰
越
税
額
控
鉢
競
度
超
過
額
い
と
あ
る
の
は
「
第
西
十
ニ
条
の
四
の
ニ
第
六
現
に
お
い
て
準
用
す
る
開
条
第
一
一
一

項
の
続
続
に
よ
り
平
成
ニ
十
一
年
度
分
続
越
中
小
企
灘
者
等
税
額
按
験
線
産
超
過
額
又
は
平
成
二
十
一
一
年
度
分
繍
越
中
小
企

二
沼
五
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業
者
等
税
額
控
除
問
限
度
超
過
額
」
と
、

「
第
ニ
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第

一
一
条
の
問
第
一
一
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
γ

川
市
明
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
縮
問
十
一
一
条
の
閉
山
第
七
鳴
い
と
い
を
揺
る
。

第
六
十
八
条
の
ふ
i

第
一
一
項
巾
つ
揺
六
十
八
条
の
十
四
第
一
一
項
」
を
「
並
び
に
第
六
十
八
条
の
十
四
第
二
議
」
児
教
め
、

八
条
の
十
五
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
龍
り
、
同
条
第
五
項
中
「
、
第
六
十
八
条
の

五
第
五

「
並
び
に
第
六

項
」
を
削
り
、
同
同
条
第
九
寝
中
「
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
出
に
お
け
る
部
該
連
結
綿
法
人
及
び
こ
れ
ら
の
鑑
定
に

細
川
挫
す
る
連
絡
子
法
人
の
解
散
の
日
を
命
治
線
路
事
業
年
践
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
議
結
予
法
人
」
を
「
又
は
そ
の
議
結

子
法
人
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
連
結
法
人
」
に
改
め
‘
同
項
に
次
の
各
ロ
げ
を
加
え
る
。

一
連
結
親
法
人
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
連
結
親
法
人

組
結
子
法
人
の
解
散
の
日
を
合
む
連
総
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人

清
算
中
の
連
絡
子
法
人

第
六
十
八
条
の

一
第
一
項
中
「
平
成

三
年
三
月
三
十
一
一

E
」
を
「
平
成
二
十
留
年
三
足
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同

条
第
ニ
頃
中
「
、
第
六
十
八
条
の
卜
凶
第
二
項
」
を
「
並
び
に
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
一
現
」
に
改
め
、

「
盟
、
び
に
第
六
十

八
条
の
ふ
i
五
第
ニ
夜
、
第
三
現
及
び
鵠
五
線
い
を
削
り
、
開
条
第
蕊
壌
中
「
、
第
六
十
八
殺
の
ふ
i
五
機
宜
聴
い
を
部
り
、
問

C 
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‘ 
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条
第
七
頃
中
「
の
解
散
の
日
を
含
む
連
絡
事
業
年
麓
拡
お
け
る
当
該
謀
総
毅
誠
人
及
び
こ
れ
ら
の
議
窓
に
焼
窓
ず
る
連
結
子

法
人
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人
」
を
「
又
は
そ
の
連
結
子
法
人
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
連
結
法
人
」
に
改
め
、
問
事
に
次
mw
各
号
を
加
え
る
。

一
連
結
親
法
人
の
解
散
の
日
を
合
む
連
絡
事
業
年
擦
に
お
け
る
当
該
連
結
親
法
人

連
結
子
法
人
の
解
散
の
日
を
含
む
連
総
事
業
年
療
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
だ
連
結
子
法
人

清
算
中
の
連
結
子
法
人

第
六
十
八
条
の
十
二
の
見
出
し
を
「
〈
事
業
基
盤
強
化
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
等
の
特
別
出
費
却
又
は
法
人
税
額
の
特
毘

強
除
〉
い
に
改
め
、
関
条
第
一
噴
中
「
期
間
関
〈
い
の
下
に
「
以
下
こ
の
寝
及
び
」
を
加
え
、

「
な
い
当
綾
部
号
」
宇
佐
「
な
い

事
業
基
盤
強
信
設
鑓
等
〈
当
該
各
号
」
に
、

「
機
械
及
び
銀
盤
離
び
に
器
岡
崎
州
及
、
び
備
品
で
政
令
」
を
「
減
脳
機
却
資
議
〈
第

一
号
か
ら
第
医
号
ま
で
又
は
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
定
め
る
機
披
及
び
装
置
並
び
に
器
呉
及
び
需
品
に
あ
っ
て
培
、
政

Ar
に、

「
〈
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
基
盤
強
化
設
備
」
、
と
い
う
」
を
「
に
眠
る
。
)
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

「
の
当
該
事
業
基
盤
強
記
設

備
」
仙
台
「
の
当
該
事
業
基
盤
強
化
設
繍
等
〈
欝
五
時
に
定
め
る
減
錨
鎖
蒋
潔
藤
〈
以
下
こ
の
寝
立
お
い
て
「
情
報
基
盤
強
花

い
て
同
じ
い
に
、

「
マ
〈
は
事
業
基
盤
強
化
設
鍛
い
を

J
〈
は
事
業
基
盤
強
化
設
備
等
い
に
、

凶

七
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設
構
等
」
と
い
う
。
)
に
あ
っ
て
は
、
四
円
号
に
掲
げ
る
連
結
法
人
の
供
思
年
度
の
指
定
期
間
内
に
お
い
て
当
該
連
結
法
人
が

事
業
の
用
に
供
し
た
情
報
基
盤
強
北
設
構
等
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る
金
額
以
上
で
あ
る
場
合
の
当
該
情
報

基
盤
強
化
設
備
等
に
眼
る
。
以
下
と
の
条
に
お
い
て
「
鱒
用
対
象
事
業
基
盤
強
牝
設
備
等
い
と
い
う
。
〉
」
に
、

吋
、
当
骸

官
学
業
基
盤
強
化
設
備
」
そ
「
、
当
該
譲
熊
対
象
事
業
基
盤
強
化
投
繍
等
い
に
、

「
〈
当
絞
事
業
基
盤
強
牝
殺
髄
」
を
「
〈
当

謀
議
用
対
象
事
業
基
盤
強
化
設
繍
等
い
立
役
め
、

「
〈
第
四
号
に
規
定
す
る
大
規
模
連
結
法
人
が
取
得
し
、

又
試
製
作
し
た

持
出
げ
に
定
め
る
資
斉
に
つ
い
て
は
、
当
該
歌
得
価
簡
に
政
令
で
定
め
る
都
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
)
」
を
黙
り
、
日
刊
項

第
題
号
山
市
「
(
当
該
事
業
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
特
定
の
事
業
を
堂
む
大
震
穫
連
結
法
人
(
同
項
に
規
定
す
る
中
小
連
結
法

同
項
第
七
号
を
山
内
項
第
八
回
げ
と
し
、
同
寝
第
六
号
を
開
門

人
立
該
当
し
な
い
連
結
法
人
を
い
う
。
〉
を
含
む
。
)
」
を
削
り
、

説
第
七
坊
と
し
、
問
項
第
丘
丹
市
叩
「
第
セ
号
」
を
「
第
八
時
」
に
改
め
、
問
刊
号
安
田
川
議
第
六
回
行
と
し
、
同
現
第
間
関
仰
げ
の
次
に

ゆ
仇
の
一
同
行
中
台
加
え
る
。

ま三

製
造
業
ぞ
の
佃
情
報
基
盤
の
強
化
が
事
業
議
離
の
強
化
に
資
す
る
も
の
と

て
政
令
で
定
め
る
事
業
を
営
む
第
六
十

八
条
の
九
第
六
項
に
規
定
す
る
中
小
連
結
法
人
に
該
当
す
る
連
結
法
人

当
該
需
報
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
誠
鑑
護
却

資
産
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

O 
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第
六
十
八
条
の
十
一
一
第
一
一
項
中
「
あ
っ
て
は
政
令
で
定
め
る
連
絡
法
人
を
、
問
項
第
四
号
に
掲
げ
る
連
結
法
人
に
あ
っ
て

は
閥
的
号
記
壊
建
ず
る
大
規
模
連
締
法
人
を
そ
れ
ぞ
れ
い
晶
化
「
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
連
締
法
人
か
ご
に
、

「
卒
業
器
撤

強
化
設
穣
を
」
を
「
事
業
基
盤
強
化
設
備
等
安
」
に
、

3
1叫
級
事
業
基
盤
強
化
設
備
に
つ
き
」
品
化
「
適
用
対
象
事
業
譲
盤
強

北
設
鑓
等
に
つ
き
」
に
、

つ
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
一
項
」
を
「
張
、
び
に
第
六
十
八
条
の
十
組
鱗
ニ
犠
い
に
改
め
、

「並

び
に
第
六
十
八
条
の
十
五
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
」
・
甲
府
}
制
的
り
、

一
事
業
基
盤
強
化
設
舗
の
」
を
「
護
措
対
象
事
業
基
一

盤
強
住
設
備
等
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
五
草
山
中
「
事
業
基
盤
強
化
設
備
」
を
「
適
用
対
象
事
業
基
盤
強
化
設
錆

等
」
に
改
め
、
開
条
第
七
項
中
「
、
第
六
十
八
条
の
十
五
第
五
項
」
を
前
り
、
同
条
第
八
項
中
「
事
業
基
盤
強
記
設
錆
」
を

「
事
議
基
盤
強
化
設
機
等
」
に
改
め
、
開
条
第
九
寝
中
「
の
解
散
の
告
を
含
む
連
結
事
業
年
震
に
お
け
る
当
該
連
結
親
法
人

中
化
合
む
連
結
卒
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
数
し
た
迷
路
子
法

及
が
こ
れ
ら
の
燐
裁
に
規
定
す
る
連
絡
子
法
人
の
解
散
の

人
」
そ
吋
又
は
そ
の
鵡
綿
子
法
人
の
う
ち
、
次
に
揚
げ
る
議
締
法
人
い
に
改
め
、
問
項
に
次
の
各
号
、
な
加
え
る
。

博
一
軸
親
法
人
の
解
散
の
日
を
含
む
連
絡
事
議
年
撲
に
お
け
る
部
該
瀧
締
親
法
人

二
連
結
子
法
人
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
渡
結
子
法
人

議
算
中
の
連
結
子
法
人



一一一家。

第
六
十
八
条
の

ご
第
十
一
一
一
明
中
門
事
襲
慕
織
強
化
投
犠
い
を
門
事
業
基
盤
強
化
設
備
等
い
に
改
め
る
。

盟
六
十
八
条
の
十
一
一
一
第
一
頃
中
「
、
次
朱
第
ニ
項
」
を
「
説
、
び
に
次
条
第
ニ
項
」
に
改
め
、

「
並
び
に
第
六
十
八
条
の
十

五
第
二
項
、
第
一
一
一
項
及
び
第
五
項
」
を
削
り
、
同
条
第
毘
壌
市
?
っ
第
六
十
八
条
の
十
五
第
五
項
」
を
甑
り
、
日
開
条
第
五
項

中
「
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
連
結
窺
法
人
及
、
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
連
結
予
法
人
の
解

散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
震
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人
」
を
「
又
は
そ
の
連
結
子
法
人
の
う
ち
、
次
む
縄
、
げ

る
連
締
法
人
」
む
改
め
、
同
嘆
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

連
結
耕
故
人
の
解
散
の
日
後
宮
h
u
糠
給
事
業
年
肢
に
お
け
る
当
説
藤
結
織
法
人

議
紹
子
総
人
の
解
散
の
日
そ
含
む
盟
結
事
難
年
援
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結
子
法
人

清
算
山
?
の
議
結
予
法
人

第
二
項
中
寸
前
条
並
び
に
次
条
第
二
壊
、
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
「
並
び
に
前
条
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
中
「
、
次
条
第
五
項
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
連
結

第
六
十
八
条
の

親
法
人
及
、
び
と
れ
ら
の
窺
定
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
の
解
散
の
日
を
含
む
連
結
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
解
散
し
た
連
結

子
法
人
」
を
「
又
は
そ
の
連
結
子
法
人
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
連
結
鵠
人
」
に
改
め
、
問
問
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。
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